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１． はじめに（目的）  
 

「健康・医療戦略」（令和２年３月閣議決定）及び「成長戦略フォローアップ」（令和元年６月閣

議決定）において、我が国のヘルスケア関連産業（健康・医療・介護）の国際展開を推進する旨が

明記されており、ヘルスケア関連産業の国際展開は、我が国が経済成長を図る上での重点施策の一

つに位置付けられています。 

 

また、ヘルスケアの国際展開は、相手国の健康改善や経済市場の創出など相手国の発展にも寄与

するものであり、日本のプレゼンスや信頼の向上につながるものです。加えて、国外の患者を受入

れることは、我が国の医療技術・サービスの更なる充実につながり、国内患者向けの医療サービス

の向上にも資するものと考えられます。 

 

経済産業省令和２年度『国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療拠点化促進実証調査事業）』（以

下「本補助事業」という。）では、ヘルスケアの国際展開を促進するために、我が国のヘルスケア関

連企業や医療機関などの連携による、自立的・持続的に収益が見込めるヘルスケア海外拠点の事業

化に向けた実証事業等を支援します。 

 

なお、本補助事業は、経済産業省が、医療の国際展開の中核を担う一般社団法人 Medical 

Excellence JAPAN（以下「MEJ」という。）を本補助事業の管理団体として指定し、実施するも

のです。また、MEJからコンサルティング会社（以下「伴走コンサル」という。）に一部管理業務

を外注し、採択事業者の活動のサポート体制を強化して実施します。 

  



2 

 

２． 補助事業の概要 
 

（１） 補助対象事業者 

本補助金における補助対象事業者は、原則として法人格を有する民間事業者又は団体とします。 

 

（２） 応募対象となる事業 

本補助事業終了後、自立的、持続的に事業展開を行うことを前提としている実証事業を対象とし

ます。 

 

事業の実施にあたっては、次に掲げる類型①～③のいずれかを申請時に選択してください。なお、

申請後の申請者による類型の変更はできません（ただし、審査結果により類型の変更が行われるこ

とがあります）。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、日本からの渡航者・日本人に対する入

国制限等がかかっています。渡航を伴う事業計画を申請する場合は、仮に計画時期までに入国

制限等が解消されなかった場合の代替案を必ず記載ください。 

※ 対象国における各種制度に関する調査は、本事業の利用ではなく、経済産業省の過去事業にお

ける調査結果の参照及びＭＥＪからの情報共有を原則とします。ただし、協議の上で追加調査

の必要性が確認できる場合は対象とすることがあります（デスクトップ調査で情報収集が可能

な調査は対象としません）。 

 

① ヘルスケア（医療・介護・健康等）に関するサービス・製品等を海外で普及することを目的と

した拠点構築に向けた取組 

 

日本の医療機器・医薬品・福祉用具や、医療サービス・介護サービス、ヘルスケアサービス及

び製品（日本国内では主に保険外として提供される予防・健康維持等に関連するサービス等）等

を海外で普及することを目的とした拠点を構築するための取組を支援します。 

 

（拠点機能例） 

※下記は、過去の事例を踏まえた例であり、より実効性が高い提案がある場合にはこの限りでは

ありません。 

 医療機器・医薬品・福祉用具の輸出促進（流通管理、マーケティング、メンテナンス、トレ

ーニング等） 

 健康維持・増進に関連する製品の輸出促進（現地法人、マーケティング等） 

 医療施設や介護施設等の運営及び運営支援サービスの提供 

 医療周辺サービス（物品管理、検体検査サービス等）の提供 

 ヘルスケアサービス（フィットネス事業、配食サービス等）の提供 

 

事業実施期間中に、現地のニーズや健康医療水準，サービス提供に伴う課題等を踏まえた持続

的なビジネスモデルの検討、料金設定や収支計画等の策定、現地法人設立の手続き、現地当局者
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との調整、日本のサービス・製品等を適切に普及させるためのトレーニング等を実施する事業を

対象とします。 

 

事業主体は、コンソーシアム（本補助事業におけるコンソーシアムの定義等は、後述の３.（２）.

を参照のこと。）を形成する事業者とします。特定の事業者の利益のための事業や、特定の医療機

器・福祉用具や医薬品等の販売、開発、輸出だけを目的とした事業及び市場調査のみの事業は応

募の対象となりません。 

 

※ セミナーの実施が主体となる事業や、人材還流が主体となる事業は対象としません。 

※ 単に人材育成が主体となる事業は対象としません。医療機器・福祉用具等の販売拡大や、医

療サービス・介護サービス等の提供によるサービス事業収入のために必要なトレーニングに

限ります。 

※ 現地で単にインバウンド患者を受け付けるのみの拠点（例：患者送り出し拠点等）の構築を

目的とする事業は対象としません。 

※ 国際入札プロセスにおいて事前資格審査又は入札スケジュールが公表されているなど、コン

プライアンスの観点から本補助事業の実施に問題があると認められる案件は応募の対象とな

りません。 

※ 本事業を通じて提供されるサービスは、原則、本事業に参加する企業等において、利用者に

提供した実績があるものに限ります。 

※ 実証で使用する機器等は、日本において販売流通を行うために医薬品医療機器等法の認証が

必要な計測機器については、日本の認証取得済の機器等に限ります。 

 

なお、採択にあたっては、以下の（ⅰ）を重視して評価します。また、（ⅱ）～（ⅲ）については、

記載項目のいずれかに該当する場合、評価の際に加点します。 

 

（ⅰ）重視項目 

 収支計画の実現の可能性が高いこと（事業対象層の設定と事業コンセプト及び市場動向と

の整合性等）。 

 現地の医療機関や関連企業，関連学会等との連携が進行中など、既に事業者独自の努力で

取組が開始されており、拠点構築の具体性が確認できること。 

 既に構築されている日本の海外ヘルスケア拠点（例：経済産業省の過去支援事業により構

築された拠点、民間独自の取組による拠点等）との連携が確認できる、あるいは、複数の

ヘルスケア（医療・介護・健康）に関するサービスや製品等をパッケージにした事業構想

であるなど、面的展開が期待できること。 

 日本では社会的・文化的背景から定着しているが現地ではまだ概念付いていないソフトイ

ンフラ（※）を現地で普及することが期待できること。※例えば、予防、介護、健康経営

など、その普及により、現地における新市場創出が見込まれるもの。 

 当事業を通じて製品やサービスを海外展開した場合にも、日本国内における足下での新型

コロナウイルス感染症対策に支障を生じさせない事業であること（日本国内のサプライチ

ェーンに影響を与える等の事態が想定されないこと）。 

 新型コロナウイルス感染症を踏まえた検討等が十分であるなど、実証可能と判断できる本

年度事業計画であること。 
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（ⅱ）重点対象とする国・地域 

 アジア（アジア健康構想関連国） 

 アフリカ（アフリカ健康構想関連国） 

 

（ⅲ）対象国の市場開拓に向けて効果が見込める取組手法 

 対象国の制度整備と連携した展開 

 対象国の政府、学会、大学、医療機関、企業等との連携に基づく展開 

 相手国の健康医療水準の向上に寄与する事業 

 過去の厚生労働省事業（NCGM 事業）、JICA 事業、JETRO 事業、経済産業省事業（官

民ミッション含む）等、関係省庁等事業との連携を図る展開【※重複の事業内容は不可】 

 現地のニーズを踏まえ、現地向けに開発された製品・サービス等を展開する取組 

 コンソーシアム内に、中小企業基本法で定められている中小企業者を含む取組 

 日本国内への再展開（インバウンド促進など）も視野に入れた取組 

 

② 海外との連携強化に資する拠点構築に向けた取組 

 

経済産業省が 2019年11月に実施した、「ヘルスケア分野の国際展開に係るアンケート」の

結果（約300事業者が回答）、現地とのパートナリングや現地の生情報の入手など、展開先との

連携に課題を感じる事業者が多数見られました。 

そのため経済産業省は、ネットワーク構築機能の立ち上げや国際機関 ERIA と協力した現地版

MEJの創出を進めますが（下記図参照）、同様に、現地関係者とのパートナリングや現地情報収

集、日本のヘルスケアの情報発信などを通じて複数の日本事業者の国際展開をサポートする拠点

の構築を目的とした民間の取組を支援します。 

 

＜参考＞健康・医療関連産業の国際展開に関する検討会（2020年1～3月） 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/iryou/downloadfiles/pdf/31fy

_kokusaikentoukai_NRI.pdf 

 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/iryou/downloadfiles/pdf/31fy_kokusaikentoukai_NRI.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/iryou/downloadfiles/pdf/31fy_kokusaikentoukai_NRI.pdf
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事業実施期間中に、現地及び国内事業者のニーズや課題等を踏まえた拠点機能の検討、現地関

係者との調整等を実施する事業を対象とします。 

事業主体は、コンソーシアム（本補助事業におけるコンソーシアムの定義等は、後述の３.（２）.

を参照のこと。）を形成する事業者とします。 

※ 市場調査のみの事業、セミナーのみの事業は対象としません。 

※ 単に個社の海外支社の構築を目的とした事業は対象としません。 

 

なお、採択にあたっては、以下の（ⅰ）を重視して評価します。また、（ⅱ）については、記載項

目に該当する場合、評価の際に加点します。 

 

（ⅰ）重視項目 

 複数事業者の海外展開に資する公共性の高い事業であること。 

 現地の関係機関との連携が進行中など、既に事業者独自の努力で取組が開始されており、

拠点構築の具体性が確認できること。 

 当事業を通じて製品やサービスを海外展開した場合にも、日本国内における足下での新型

コロナウイルス感染症対策に支障を生じさせない事業であること（日本国内のサプライチ

ェーンに影響を与える等の事態が想定されないこと）。 

 新型コロナウイルス感染症を踏まえた検討等が十分であるなど、実証可能と判断できる本

年度事業計画であること。 

 

（ⅱ）重点対象とする国・地域 

 アジア 

 

③ 新型コロナウイルス感染症を踏まえた海外協力・実証プロジェクトの構築を目的とした取組 

 

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の中で、グローバルなヘルスケア協力の必要性が

国際的に再認識されています。そのような中、国際的に脅威となる感染症対策等に資する日本のサ

ービスや製品、技術等を海外に普及し、ウィズコロナ・アフターコロナにおける相手国との協力プ

ロジェクトを構築するための取組を支援します。 

 

（例） 

※下記は、国内事情を勘案した場合に想定される取組例であり、現地の実情を踏まえた、より実効

性が高い提案がある場合にはこの限りではありません。 

 院内感染対策・市中感染対策等の衛生管理事業 

 遠隔診療事業 

 遠隔健康相談事業 

 国内で設備増産された医療資源（医薬品・医療機器・衛生用品等）の海外展開事業（※但し日

本国内における足下の感染症対策に支障が出ないものに限る） 

 現地企業における健康経営、安全衛生環境の構築に資する取組（従業員の健康管理、高リスク

患者の層別化等） 等 

 

 

事業実施期間中に、現地のニーズや課題等を踏まえた持続的なビジネスモデルの検討、料金設定
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や収支計画等の策定、現地当局者との調整等を実施する事業を対象とします。 

事業主体は、コンソーシアム（本補助事業におけるコンソーシアムの定義等は、後述の３.（２）.

を参照のこと。）を形成する事業者だけでなく、１事業者のみが事業主体となる申請も可とします。 

 

※ 単に研究開発が主体となる事業は対象としません。 

※ 本事業を通じて提供されるサービスは、原則、本事業に参加する企業等において、利用者に提

供した実績があるものに限ります。 

※ 実証で使用する機器等は、日本において販売流通を行うために医薬品医療機器等法の認証が必

要な機器等については、日本の認証取得済の機器等に限ります。 

 

なお、採択にあたっては、以下の（ⅰ）を重視して評価します。また、（ⅱ）については、記載項

目に該当する場合、評価の際に加点します。 

 

（ⅰ）重視項目 

 新型コロナウイルス感染症を踏まえた海外協力プロジェクトとして、理に適う事業構想で

あること。 

 当事業を通じて製品やサービスを海外展開した場合にも、日本国内における足下での新型

コロナウイルス感染症対策に支障を生じさせない事業であること（日本国内のサプライチ

ェーンに影響を与える等の事態が想定されないこと）。 

 新型コロナウイルス感染症を踏まえた検討等が十分であるなど、実証可能と判断できる本

年度事業計画であること。 

 

（ⅱ）重点対象とする国・地域 

 アジア 
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３． 応募資格 

（１） 応募資格 

本補助事業の応募資格は、以下に掲げるすべての条件を満たしている必要があります。 

 ヘルスケア（医療・介護・健康）事業の取組経験を有し、かつ、事業目標の達成、事業計画

の遂行、必要書類の整備及び事業報告書の作成に必要な組織及び人員を有していること 

 当該補助事業を遂行するために必要な経営基盤と資金を有し、明朗な確定検査書類の提示に

ついて十分な管理能力を有していること 

 応募する本補助事業の内容が、事業目的及び応募対象事業の内容に合致していること 

 経済産業省、ＭＥＪ及び伴走コンサルと密接に連携できる体制を有していること 

 

（２） 応募形式 

類型①、②の応募は、「コンソーシアム形式」でのみ行えます。類型③の応募は、「コンソーシア

ム形式」だけでなく、１事業者のみが事業主体となる申請（代表団体のみ）も可とします。 

 

ア． コンソーシアムとは（本補助事業における定義） 

本補助事業の「コンソーシアム」とは、コンソーシアムの代表者（以下「代表団体」という。）

及び代表団体と本補助事業に係る委託契約（委任契約又は準委任契約を指す。ただし、印刷発

注等の軽微な契約等は含まない。）を結ぶ者（以下「参加団体」という。）を一体として指すこ

ととします。（代表団体と本補助事業に係る委託契約を結ばない者は、コンソーシアムに含まれ

ません。） 

 

（参考）コンソーシアムにおける代表団体、参加団体、外注先、協力団体の関係 

 

  

代表団体

参加団体 参加団体 参加団体 参加団体

〈コンソーシアム〉

外注先

コンソーシアム代表団体もしく
は参加団体との契約により、業
務上これらが必要とする機能を
提供する。
費用科目は「外注費」

協力団体

フィールドの提供などにより、コ
ンソーシアム活動を支援する団
体。

※事業責任者 

※総括事業執行者 

※事務管理責任者 

※副総括事業執行者 
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イ． コンソーシアムの構成要件 

  コンソーシアムの構成要件は以下のとおりです。 

 コンソーシアムは、以下に示す代表団体及び参加団体によって構成されるものとする。 

 コンソーシアムは、法人格を有する民間事業者又は団体を複数社含む構成とする。参加団体

には、代表団体の子会社(あるいは親会社)以外の団体が１つ以上含まれることが望ましい。 

 経済産業省、ＭＥＪ及び伴走コンサルは、本補助事業においてコンソーシアムを１つの組織

体として認識します。従って、経済産業省、ＭＥＪ又は伴走コンサルからの連絡・指示・依

頼・質問等に対する対応は、コンソーシアム構成員全員の責任で共有してください。 

 

ウ． 代表団体と参加団体の関係（事業推進と経費管理） 

本補助事業の採択決定の後、代表団体と参加団体は速やかに委託契約を結び、補助事業の事

業を共に推進していくこととなります。また、補助事業に係る経費に関しては、代表団体が責

任を持ってコンソーシアム内の経理実務の管理をすることとなります。なお、本補助事業では、

補助経費の５割以上をコンソーシアム内の経費として使うこととします。（外注費が 5 割を超

えるような事業は対象としません。）また、計上できる経費は、コンソーシアム内で支出した実

費のみが対象となります。 

 

エ．  コンソーシアムの構成員に関する資格要件 

(ア) 代表団体 

代表団体は、法人格を有する民間事業者又は団体とし、地方公共団体、法人格を有しない任

意団体等は代表団体にはなれないものとします。ただし、有限責任事業組合（LLP）は代表団

体になることが可能です。 

代表団体は、自ら本補助事業の一部を実施するとともに本補助事業の運営管理、コンソーシ

アム構成員相互の調整を行い、知的所有権を含む財産管理等の事業管理及び事業成果の普及等

を行う母体としての機関です。したがって、代表団体には、以下の要件を満たすことが求めら

れます。なお、本補助事業期間の途中でも、以下の要件を満たさなくなった場合、交付を取り

消すことがありますので留意してください。代表団体の資格要件は以下のとおりです。 

 日本国内に拠点を有していること 

 ＭＥＪとの交付手続き及び参加団体との委託契約を締結できること 

※ただし、特定業界の主要企業を会員として構成する業界団体が代表団体となる場合のみ、

参加団体（会員構成企業）との委託契約は必須ではありません。 

※類型③における 1 事業者での申請の場合は、参加団体との委託契約は資格要件から除き

ます。 

 代表団体として業務を遂行するに十分な管理能力があり、そのための人員等の体制が整備

されていること 

 交付決定後のコンソーシアム等内部の経理実務（参加団体への委託金額に係る確定検査の

実施を含む）について、責任を持って管理できること 

 本補助事業を遂行できる財政的健全性を有していること 

 事業責任者、総括事業執行者及び事務管理責任者を代表団体から選出すること 
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※副総括事業執行者は代表団体又は参加団体に所属する者とする。 

 

  ※委託契約内容の実施に際しては、「令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療拠点化

促進実証調査事業）補助事業事務処理マニュアル」と同様な経理処理を行うように参加団体

に指導をしていただきます。（なお、一般管理費の計算等については「経済産業省委託事務処

理マニュアル」に従ってください。） 

さい。 

※代表団体と参加団体が締結する委託契約にて取り決める義務等は、「国際ヘルスケア拠点構築

促進事業費補助金（医療拠点化促進実証調査事業）交付規程」の内容に準拠していただきま

す。 

 

(イ) 参加団体 

参加団体は、コンソーシアム構成員として、代表団体の管理下で事業を実施します。また、

代表団体との委託契約における受託者として、契約責任を有します。参加団体には、以下の要

件を満たすことが求められます。なお、本補助事業期間の途中でも、以下の要件を満たさなく

なった場合、委託契約の取り消しを求めるなど必要な措置をお願いすることがあります。 

公募申請書に参加団体として記載した団体等が、交付決定時点で参加団体から除かれること

は原則認められません。参加団体の資格要件は以下のとおりです。 

 

 代表団体との委託契約を締結できること 

 事業に主体的に取り組む人員がいること 

 本補助事業を遂行できる財政的健全性を有していること 

 

※代表団体と委託契約を締結するすべての参加団体は、委託に係る実績報告書の提出後に代表

団体による補助金額確定検査に応じる必要があります。 

 

(ウ) 協力団体 

協力団体とは、構成員としてコンソーシアムへの参画はせず、事業活動へのアドバイスなど

により、コンソーシアムを支援するものとします。協力団体の資格要件は以下のとおりです。 

 

 代表団体からの要請に基づいた参画であること 

 

※代表団体は、本補助事業への取組について、協力団体に対し事前説明を実施し、本補助事業

に対する理解・協力等の意思表示を得ることとします。 
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オ． 事業責任者等の選定・配置 

(ア) 事業責任者・総括事業執行者・副総括事業執行者 

事業責任者は、当該事業分野を所管し、管理監督する自然人で、代表団体に属する者としま

す。総括事業執行者は、事業の計画立案・実施及び成果管理・報告を総括し、事業を最も主体

的に執行する自然人で、代表団体に所属する者とします。副総括事業執行者は、総括事業執行

者を補佐し、必要に応じてその代理として事業を主体的に執行することができる自然人で、代

表団体又は参加団体に属する者とします。 

事業責任者、総括事業執行者及び副総括事業執行者は、以下の要件を満たすことが求められ

ます。なお、本補助事業期間の途中でも、以下の要件を満たさなくなった場合は、交代を求め

るなど必要な措置をお願いすることがあります。 

 

 本補助事業に関して高い見識と管理能力を有し、事業計画の企画立案とその実施等につい

て総括を行うことができる能力を有していること 

 本補助事業のために必要かつ十分な時間が確保できること 

 経済産業省、ＭＥＪ又は伴走コンサルからの連絡、指示、問合せに対して速やかに自ら対

応、回答できること 

 コンソーシアム構成員に対して、経済産業省、ＭＥＪ及び伴走コンサルからの連絡事項を

周知徹底することができること 

 

(イ) 事務管理責任者 

事務管理責任者は、補助事業の交付申請手続きや経費管理等を総括する自然人で、代表団体

に属する者とします。事務管理責任者には、以下の要件を満たすことが求められます。なお、

本補助事業期間の途中でも、以下の要件を満たさなくなった場合は、交代を求めるなど必要な

措置をお願いすることがあります。 

 

 本補助事業に関して高い管理能力を有し、事業の事務管理について総括を行うことができ

る能力を有していること 

 特に確定検査の対応（全ての支出を明らかにした帳簿及び領収書等の証拠書類の整備等）

について十分な管理能力を有していること 

 本補助事業のために必要かつ十分な時間が確保できること 

 経済産業省、ＭＥＪ又は伴走コンサルからの連絡、指示、問合せに対して速やかに自ら対

応、回答できること 

 コンソーシアム構成員に対して、経済産業省、ＭＥＪ及び伴走コンサルからの連絡事項を

周知徹底することができること 
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（３） その他 

ア． 重複応募・重複事業参画の制限 

同一の内容で、経済産業省又は他省庁等の補助事業等による採択を過去に受けたことがある場

合、又は採択が決定している場合は、応募できません。また、経済産業省又は他省庁に係る類似

性の高い事業を実施中又は予定している場合について、提案するプロジェクトとの役割分担や仕

分けが応募書類に明確に記載されていない場合は、採択の対象から除外されます。なお、交付決

定通知後に判明した場合には、交付決定を取り消すことがあります。 

 

イ． 不適正経理に伴う応募資格の停止 

本補助事業において不適正経理等を行ったために、補助費の全部又は一部を返還させられた代

表団体及び参加団体については、一定期間、経済産業省の補助事業及び委託事業等への参画が認

められないことがあります。 

 

ウ． 不支給要件に抵触する事業者の排除 

次の不支給要件に抵触する事業者は、本補助事業の対象となり得ませんので、ご注意ください。

交付決定時には不支給要件に抵触しない旨の誓約書の提出が条件となります。不支給要件は以下

の通りです。 

 

①経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者 

②次のいずれかに該当する事業者 

・事業主、又は事業主が法人である場合当該法人の役員又は事業所の業務を統括する者その他

これに準ずる者（以下「役員等」という。）のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当する者及び暴力団の構成員等の統制の

下にあるもの（以下「暴力団員等」という。）のある事業所 

・暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所 

・暴力団員等がその事業活動を支配する事業所 

・暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所 

・役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団を言う。以下同じ。）の威力又は暴力

団員等を利用するなどしている事業所 

・役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に

暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所 

・役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有している事業所 

・上記に規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所 
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エ． 臨床現場での診断・治療を伴う事業に関する条件 

本補助事業において、臨床現場での診断・治療行為を実施する際は、以下に掲げるすべての条

件を満たしている必要があります。 

 

・当該診断・治療に関して日本国内での十分な実績・経験を有すること 

・医師法や医療法等の医事法制及び厚生労働省や学会等が定めるあらゆるガイドラインを遵守し

て患者の診断・治療を行うこと。また、外国で当該診断・治療を実施する場合は、当該国の法

令・ガイドラインを遵守すること 

※なお、美容整形、審美歯科等を目的とした外国人患者受入事業は応募の対象となりません。 

・当該診断・治療を行う前に、インフォームドコンセントを十分に行い、患者等からの書面での

同意を得ること 
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４． 経費 
 

（１） 補助対象となる経費 

本補助事業の対象経費は、以下の表のとおりです。 

補助対象 

経費の区分 
内              容 

①人件費 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 

②事業費  

旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 

会議費 
事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費（会

場借料、機材借料及び茶菓料（お茶代）等） 

謝金 
事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム等に出席し

た外部専門家の知見等に対する対価、講演・研究協力等に対する対価等） 

借料及び損料 
事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 

※実証期間中に必要であり、使用される機械器具等が対象になります。 

外注費 
補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものに

ついて、他の事業者に外注するために必要な経費（請負契約） 

補助員人件費 事業を行うために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 
事業を行うために必要な経費のうち、該当事業のために使用されること

が特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの 

③委託費 

補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものに

ついて、他の事業者に行わせるために必要な経費（委任契約） 

※コンソーシアム参加団体との委託契約が該当します。 
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（２） 経費・支払いに関する留意事項 

経費・支払いに関する、主な留意点は以下の通りです。経費や支払いに関する詳細は、「令和２

年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療拠点化促進実証調査事業）補助事業事務処理マニュ

アル」をご参照ください。 

 

 施設整備や設備購入及び施設や設備の保守費用は本補助事業の範囲に含まれません。 

 補助金額は消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という。）を補助金額経費から除外

して計算します。 

 補助金の支払は、原則として、事業完了後の確定検査を経た後、精算払となります。 

 支払額の確定は、事業終了後事業者より提出いただく実績報告書に基づき、原則として現地

調査（確定検査）を行い、支払額を確定します。 

 支払額は、補助対象経費のうち、交付決定額の範囲内であって、実際に支出を要したと認め

られる費用の合計となります。このため、全ての支出にはその収支を明らかにした帳簿及び

領収書等の証拠書類が必要となります。 

 支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象

外となる可能性もあります。  

ア． 人件費 

 国立大学法人・公立大学は、人件費は計上できません。 

 無報酬の役職員、所属員は計上できません。 

 通常業務時間外で本事業に従事する職員（医療従事者等）は、時間外手当等が支給されてい

ない場合は人件費の計上ができません。 

イ． 謝金 

 代表団体、参加団体内部の有識者への支出は認めません。 

ウ． 機器等 

 本補助事業において使用する機器等の購入は、原則認めません。但し、単回使用の消耗品等、

本事業に必要かつ事業期間にのみ使用されたことを客観的に判断することができるものは

この限りではありません。本補助事業期間内に限り、機器等のレンタル等を認めます。 

※ 代表団体が自社製品を現地拠点等にリース・レンタルとして設置する場合は、利益排除をし

た製品の製造原価相当分につき、本補助事業実施期間中の設置期間分に相当する費用を借料

として計上することとなります。 

エ． 委託費 

 参加団体の活動に係る旅費等の経費は、原則として参加団体の支出計画の中で必要経費とし

て計上することとし、委託費以外で参加団体が負担すべき費用を代表団体が支出することは

できません。 
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オ． 補助対象経費からの消費税額の除外 

補助金額に消費税等が含まれている場合、「国際ヘルスケア拠点構築促進事業費補助金（医療拠

点化促進実証調査事業）交付規程」に基づき、消費税額等の確定に伴う報告書を求めることにな

ります。これは、補助を受けた事業者（代表団体だけでなく、補助金を受けた事業者全てをいう。

以下「補助事業者」という。）が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助

金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした消費税等額

のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。しかしながら、上記の報

告書は、補助金精算後におこなった確定申告に基づく報告となり、失念等による報告漏れが散見

されることや、補助事業者における煩雑な事務手続回避の観点から、以下のとおり取り扱うもの

とします。 

 

 交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金

額を算定し、交付申請書を提出してください。 

 ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれがあるた

め、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

 消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

 免税事業者である補助事業者 

 簡易課税事業者である補助事業者 

 国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別表第

3に掲げる法人の補助事業者 

 国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 

 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還

を選択する補助事業者 

 

※補助金交付申請書の提出の際に課税事業者、非課税事業者のどちらに該当するか確認させてい

ただきますのでご了承ください。 
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カ． 有料サービス提供における人件費・事業費等 

 有料にてサービスを利用者に提供する場合、事業期間中のサービス提供に係る費用につい

ては補助費用に計上できません。（有料でのサービス提供に係る費用は本補助事業における

経費の対象外となります。） 

 ただし、本補助事業の目的に鑑み、サービス提供における収支や利用者数等の結果につい

ては、報告していただきます。 

 有料サービスを提供する場合、サービス設計・開発やそれに付随する検討作業、有料サー

ビス提供前のトライアルサービス提供、有料サービス実施中の本調査に係るアンケート実

施等を行う際に必要となる人件費・事業費等については、本補助事業における経費の範囲

内となります。 

 

 

有料によるサービス提供のパターン（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 補助率 

補助率：補助事業経費のうち、中小企業は２／３以内、大企業は１／２以内 

 

 一般企業については、中小企業庁が定義する中小企業の定義（中小企業基本法第２条に定める

定義）に従います（中小企業の定義に含まれない企業は原則、大企業とみなします）。医療法人、

学校法人、一般社団法人等については、中小企業と同等の扱いをします。 

 具体的な金額については、事業計画と予算額の内容を精査の上、決定します。事業は原則とし

て、将来的に事業主体となることが想定される事業体が実施するものとします。 

 

 

  

   ：本補助事業費に計上できる費用 

サービス 

設計・開発 

サービス 

設計・開発 

サービス 
設計・開発 

・・・・ 

・・・・ 

・・・・ 

注： 有料サービス実施における効果検証（利用者アンケート実施、課題抽出のための 
    調査）等に係る人件費・事業費は補助費内で計上可能です。 

トライアル 
有料サービス実施 

トライアルサービス（無料提供） 

有料サービス実施 

有料サービス実施 

調査開始 調査終了 
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５． 本補助事業の実施期間 
 

本補助事業の実施期間は、交付決定後速やかに事業に着手し、原則として令和３年２月２６日（金）

までに事業を完了することとします。ただし、事業実施期間中に事業内容の実施が困難と判断され

る場合は、事業実施期間の短縮が求められる場合があります。 

 

なお、審査の結果、採択条件として事業期間の短縮が求められた場合には、経済産業省ならびに

ＭＥＪと申請者との間で事業期間の変更について協議します。また、本補助事業に係る経費のうち、

計上できる経費には、交付決定日以降に発生（発注）するもので補助事業完了日までに終了（支出）

するものが対象となります。ただし、代表団体から参加団体への事業委託期間は、代表団体による

参加団体の委託金額確定検査期間に配慮し、最長でも補助事業完了日の 1週間前までの期間として

いただきます。 
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６． 補助事業者の義務 
 

補助事業者は、本補助金の利用に際して以下に記載した事項のほか、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律等の規定を遵守していただくことになりますのでご留意ください。補助金申

請の手続き等については、「国際ヘルスケア拠点構築促進事業費補助金（医療拠点化促進実証調査事

業）交付規程」をご参照ください。 

 

① 補助事業者は、交付決定を受けた後、補助事業の事業内容の変更又は経費の配分の変更をしよ

うとする場合、若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に MEJ の承認を

得なければなりません。 

② 補助事業者は、少なくとも月に 1回程度、経済産業省、ＭＥＪ及び伴走コンサルに補助事業の

進捗を報告していただきます。また、補助事業者は、補助事業の交付年度中の進捗状況の報告

を求められた場合、速やかに報告しなければなりません。 

③ 補助事業の実施状況確認等のために必要と認めるときは、経済産業省又はＭＥＪは、補助事業

者に対し補助事業に関する帳簿等の調査を行います。補助事業者はこの調査に協力しなければ

なりません。 

④ 補助事業者は、補助事業を完了した場合又は補助事業終了後、実施した補助事業の概要及び補

助事業に要した経費を取りまとめた実績報告書を提出しなければなりません。経費計上におい

ては、補助金交付申請時及び事業完了時に証拠書類を提出・提示していただきます。 

⑤ 補助事業者は、令和３年２月２６日（金）までに補助事業の成果を取りまとめた事業報告書を

完成・提出いただきます。（最終的には、経済産業省の了解を得て完成となります。通常、これ

には１か月以上の期間を必要としますのでご留意ください。よって、２月の海外出張と招聘は

特別な理由のない限り認められません。） 

⑥ 補助事業者は、11 月又は 12 月に実施予定の中間報告会において事業の進捗状況や課題など

を報告しなければなりません。 

⑦ 補助事業者は、補助事業の成果等について補助事業終了後に開催される最終報告会等で報告し

なければなりません。 

⑧ 補助事業者は、補助事業の経費についての帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に

区分して処理し、常にその収支の状況を明らかにし、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場

合を含む。）した日の属する年度の終了後５年間、経済産業省又はＭＥＪから要求があったとき

は、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。 

⑨ 補助事業者は、知的財産権の利用状況調査、追跡評価及び追跡調査等に係る資料作成、情報の

提供、ヒアリングへの対応並びに委員会への出席等について、補助事業者の負担において経済

産業省及びＭＥＪに協力いただきます。 

⑩ 補助事業者は、実施期間終了後、本事業により得られた成果を活用して、海外におけるヘルス

ケア産業の国際展開促進のための拠点化促進に努めるものとします。また、後に続いて国際展

開を志向する日本の事業者が出てきた場合、横展開につなげるため、本事業により得られた知

見の提供及び本事業を通じて拠点化された海外拠点の活用に協力いただきます。 

⑪ 補助事業者は、経済産業省が令和２年度中に構築予定の「国内外ネットワーク組成サービス提

供ツール（仮称）」への参加及び情報提供等にご協力いただきます。 
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７． 応募手続 

（１） 応募者 

応募は、代表団体の長（代表者）が行ってください。 

 

（２） 応募書類と提出部数 

応募書類の種類と提出部数は、以下のとおりです。応募書類は、以下の資料を一つの封筒等に   

まとめて提出してください。 

なお、①から⑤までの資料については、①から④までを順番にひとまとめにして左上１か所ホ

チキス止めをし、左長辺に対し２つ穴をあけ、それを⑤とまとめてクリップ止めしたものを 11

部作成してください（⑥から⑧まではそれぞれ１部）。以下の書類以外の補足資料、パンフレット

等は提出を禁止します。 

 

① 公募申請書（様式１） 

② 公募提案書（様式２） 

③ 予算額書（様式３） ※代表団体分のみ 

④ 代表団体の概要・コンソーシアム概要（様式４） 

⑤ 代表団体の過去３年分の財務諸表 

※新設事業者で過去３年分の財務諸表がない場合、存在する財務諸表を提出ください。 

⑥ 上記①～⑤の各文書を収めた電子媒体（CD-R、USBメモリ等） 

⑦ 申請受理票（様式５） 

⑧ 返信用封筒 

※返信用封筒は定形とし、返信先の住所・氏名を明記し、返信用切手（８４円）を貼付して

ください。 

 

※ 提出された応募書類は本補助事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。また、応

募書類は返却しません。 

※ 上記の①から④の各書類及びその電子ファイルは、ワープロソフト（Microsoft Wordを推奨）

による日本語で記入し、Ａ４版縦書きで、通しページを下段中央に付してください。③は表計

算ソフト（Microsoft Excel を推奨）の電子ファイルもご提出ください。 ⑤はワープロ、表

計算に加え、PDF 形式も可とします。 

※ 文字の大きさは１０ポイント以上としてください。 

応募書類の様式は、ＭＥＪのホームページ 

（https://medicalexcellencejapan.org/jp/publicoffering/detail/306/） 

からダウンロードできますので、ご利用ください。 

 

 

 

 

 

https://medicalexcellencejapan.org/jp/publicoffering/detail/306/
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（３） 公募期間 

公募開始 令和２年6月2日（火） 

公募締切 令和２年6月24日（水）※１２時必着 

 

（４） 提出方法と注意点 

・ 応募書類は、郵送若しくは宅配便によりＭＥＪに提出してください（公募締切日時までに

必着のこと）。 

・ 応募書類の持参、FAX及び電子メールによる提出は受け付けません。また、公募締切日時

を経過した後に届いた申請は、いかなる理由があろうとも無効となります。応募書類に不

備がある場合は、審査対象となりませんので、注意して記入してください。 

・ 本公募要領に示された様式以外での応募は認められません。また、補足資料、パンフレッ

ト等の様式以外の資料は受領いたしません。 

・ 応募後の書類等の変更は認められません。応募書類の差し替えは固くお断りします。 

・ 公募締切から採択候補決定までの期間は、内容について確認等の連絡をする場合がありま

すので、総括事業執行者に確実に連絡が取れるようにしてください。採択結果はＭＥＪよ

り通知しますので、通知以前に採択結果に関する問い合わせをしないようにしてください。 

 

（５） 応募書類の提出先 

〒102-0082 東京都千代田区一番町13番地 一番町法眼坂ビル3階 

一般社団法人Medical Excellence JAPAN  医療拠点化促進実証調査事業担当 宛 

 

（６） 公募説明会の開催 

本補助事業の内容、手続きについては、以下のとおりオンライン説明会を実施いたします。 

参加は電子メールでの事前申し込み制、１社の申し込みにつき２名を上限とします。なお、事

前申し込みのない場合は、参加できませんのでご注意ください。 

 

日  時：令和２年6月8日（月） 開始15:00（終了予定16：30） 

実施手段：Microsoft Teamsによるオンライン会議  

申込方法：出席希望者（２名まで）の①事業者名、②氏名、③メールアドレス、④電話番号を明記

の上、一般社団法人 Medical Excellence JAPAN 医療拠点化促進実証調査事業担当

宛（meti-project@me-jp.org）にメールをお送りください 

申込期限：令和２年6月5日（金）15：00   

その他 ：オンライン説明会は Microsoft Teams を使用し実施しますが、使用できないなどの事

情がある場合は、お早めに上記事業担当宛、ご相談ください。 
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８． 審査・選定 
 

（１） 審査の方法及び手順 

学識経験者等からなる「令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業審査委員会」（以下「審査

委員会」という。）を設置し、当該委員会において書類審査を実施した上で、書類審査通過者に対

してヒアリング審査を実施し、採択候補を決定します。 

 

ア． 審査プロセス 

(ア) 書類審査 

審査委員会において書類審査を行い、ヒアリング審査の対象となる案件を決定いたします。 

 

(イ) ヒアリング審査 

書類審査を通過した案件に関し、審査委員会によるヒアリング審査を実施し、採択候補事業

者を決定いたします。ヒアリング審査の対象となる案件については、直接、当該申請者に通知

します。 

ヒアリング審査は下記の予定で開催を予定しており、総括事業執行者もしくはその代理の方

の参加を必須とします。なお、場合によっては、コンソーシアムの他の構成員の参加を求める

ことがあります。 

 

日  時：令和２年7月15日（水）～7月22日（水）のいずれか１日（予定） 

実施手段：Microsoft Teams によるヒアリング審査（予定） 

 

※日程は決まり次第、ご連絡致します。 

※書類審査通過者は、WEB会議を行う環境をご準備ください。 

※MEJ又は審査委員会からの要請以外での追加資料の提出は受け付けません。 

 

(ウ) 審査結果・留意点 

・ 審査は非公開で行い、経緯は通知いたしません。また、問い合わせにも応じられません。 

・ 審査結果は、採択候補の決定後、速やかに採択候補事業者を公表するとともに、直接、当該

申請者にもお知らせします。 

・ 審査を行う審査委員会及び審査委員の氏名などは非公開です。 
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（２） 審査基準 

本補助事業は、成長戦略及び健康・医療戦略の一環として実施されるものであるため、国際協

力に留まらず、自立的、持続的発展ができる事業であることが求められます。そこで、公募申請

書を記載する際には、事業性と実現可能性について明確に記載するようにしてください。 

審査の基準は以下のとおりです。また、２．（２）に記載の、各申請類型における重視項目・加

点項目もご参考ください。 

 

ア． 事業（構築を目指す拠点やビジネスの将来像、最終的に目指している活動）に係る

評価（様式２：Ｂ，Ｃ） 

(ア) 背景を踏まえた的確な目的の設定がされているか。政策や「国際ヘルスケア拠点構築促進事

業（医療拠点化推進実証調査事業）」の目的に合致しているか。 

(イ) 最終的な事業スキームは明確かつ具体的か。 

(ウ) 日本のヘルスケア（医療・介護・健康等）の国際展開に向けた強みがあるか／優位性がある

か、事業の活動の強みがあるか。 

(エ) これまでに関連事業における実績、ノウハウ、人的ネットワーク（現地パートナーとの連携

等）があるか。 

 

イ． 本年度事業（本年度の補助事業（医療拠点化促進実証調査事業）で実施する活動）

に係る評価（様式２：Ｄ） 

(ア) 背景や事業目的を踏まえた課題及び達成目標の設定が的確か。 

(イ) 課題解決、目的達成に向けて、具体的かつ実効性の高い内容となっているか。また、現地の

ニーズ、受け入れやすさ、将来にわたる持続性を考慮した事業内容となっているか。 

(ウ) 取組を通じて得られた成果や成果物が特定の事業者の収益だけではなく、他のヘルスケア事

業者等の国際展開に貢献する十分な波及効果（経済効果）が期待できるか。 

(エ) 実効性のある体制が組まれているか（ヘルスケアについて経験や知見がある主体が体制に含

まれているかなど）。また、代表団体に、主体性、財務・事務管理能力があり、参加してい

る団体等の役割や取組が明確となっているか。 

 

ウ． 事業化イメージ（様式２：Ｂ，Ｅ） 

(ア) スケジュールや成果物は、具体的かつ実行性のあるものか。 

(イ) 事業スキームが明確かつ具体的に記載されており、将来的にビジネスベースで自立的、持続

的に収益が期待できるモデルとなっているか。 

(ウ) 事業化計画の詳細（事業開始までの収支計画、事業開始後の収支計画、積算根拠、事業対象

層の設定と事業コンセプトとの整合性など）が明確かつ具体的で実行性があるか。 

 

エ． 補助事業の予算（様式３） 

(ア) 補助事業によって得られると期待される効果、規模に見合う金額となっているか。 
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９． 採択後の留意点と補助金交付 
 

（１） 採択候補となった場合の留意点（交付申請の手続き） 

審査を経て採択候補となった代表団体は、MEJ に対して交付申請書及び補助事業概要説明書

等の提出をもってMEJに対し補助金の交付申請を速やかに行ってください。MEJは交付申請書

をもとに交付決定を行います。交付決定がなされた日から補助事業の対象期間となります。書類

に不備がある場合や、申請内容が公募要領や「国際ヘルスケア拠点構築促進事業」等に合致しな

い場合（参加団体に対する委託条件が合致しない場合も含む）には、交付決定ができず、そのた

め補助事業が開始できない場合もありますので留意ください。 

補助金交付申請の手続き等については、「国際ヘルスケア拠点構築促進事業費補助金（医療拠点

化促進実証調査事業）交付規程」をご参照ください。 

 

ア．  交付申請時にご提出いただく書類 

交付申請に必要な書類 ① 交付申請書（様式第1） 

② 補助事業概要説明書（様式第２） 

③ 支出計画（代表団体、参加団体分） 

交付申請時までにご提出いただく書類 ④ 定款 （代表団体分） 

⑤ 財務諸表 （代表団体分） 

⑥ 消費税免税事業者については、補助事業年度の前々

年度に係る法人税申告書（法人事業概況説明書及び

添付したＰＬ又は売上高等の事業所別の内訳書等

の売上高の分かる書類） 

⑦ 補助事業従事者の時間単価算出の根拠資料 （代表

団体分） 

⑧ 補助金交付申請額の根拠書類等のＭＥＪが必要に

応じて提出を求める資料 

 ※⑦の「補助事業従事者の時間単価算出の根拠資料」については、「令和２年度国際ヘルスケア拠   

点構築促進事業（医療拠点化促進実証調査事業）補助事業事務処理マニュアル」に従い算出し

ます。 
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（２） 補助金の支払 

補助金は、補助金交付申請書及び補助事業概要説明書に定められた使途以外には交付されませ

ん。 

補助金の支払いについては、事業完了後の確定検査を経た後、原則、精算払いとなります。全

ての支出には領収書等の厳格な証憑類が必要となります。また、支出額、支出内容が適切かどう

かも確定検査時に厳格に審査され、これを満たさない場合は、当該補助金の支払いが行えないこ

ととなります。 

詳しくは、「令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療拠点化促進実証調査事業）補助

事業事務処理マニュアル」に従って処理してください。 

 

（３） 補助金に係る経理実務 

補助事業で発生した経費については、「令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療拠点

化促進実証調査事業）補助事業事務処理マニュアル」に従って、必要証憑（請求書や領収書等）

を整備・保管していただきます。必要証憑がない場合、補助事業の対象経費として認められない

場合がありますので、経費の証憑の整理を徹底してください。 

また、補助金交付申請後のコンソーシアム等内部の経理実務については、代表団体が責任を持

って管理していたただきます。（特に参加団体と締結する委託契約の実施に関しては、「令和２年

度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療拠点化促進実証調査事業）補助事業事務処理マニュア

ル」と同等の経理処理が行われるように代表団体が責任を持って管理していただきます。） 

 

（４） その他 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律における補助金等とは、①補助金②負担金（国

際条約に基づく分担金を除く。）③利子補給金④その他相当の反対給付を受けない給付金であって

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第２条で定めるものとなっています。 

補助金の経理処理は、実費弁済の考え方（受益性を排し、補助事業者が実際事業に要した経費

の支払い）に基づきます。すなわち、「国際ヘルスケア拠点構築促進事業」という国の事業におい

て、代表団体、参加団体に対する利益の計上は認められません。 
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１０． 応募から事業終了までの主な流れ 
 

応募から事業終了までの流れは、以下のとおりの予定です。なお、応募・採択状況によっては

再度公募を行う可能性があります。 

 

令和２年6月2日（火） 公募開始（公募申請書等の受付開始） 

令和２年6月8日（月） オンラインによる公募説明会 

令和２年6月24日（水） （12時まで）公募締切り（時間厳守） 

令和２年6月24日（水） 

～7月末 

審査・採択候補決定 

 

令和２年8月上旬 交付申請手続き（必要書類の提出） 

採択事業者説明会 

令和２年8月中旬～下旬 交付決定（交付決定日より補助事業期間開始） 

交付決定後、代表団体と参加団体とで委託契約締結 

令和２年9月 各事業のキックオフ（コンソーシアム、経済産業省、MEJ及び伴

走コンサル）以後、月１回の月例事業進捗報告会にて報告 

令和２年11～12月 中間報告会（コンソーシアム、評価委員、経済産業省、MEJ及び

伴走コンサル） 

令和３年１月 第１回中間検査（MEJによる12月までの経費証憑の確認） 

事業報告書の作成開始 

令和３年2月26日（金） 補助事業期間終了 

事業報告書（活動に係る報告）の提出（時間厳守） 

令和３年3月上旬 実績報告書（経費精算に係る報告）の提出 

第２回中間検査（MEJによる2月までの経費証憑の確認） 

令和３年3月上旬 最終報告会 

令和３年3月中旬 確定検査 

（MEJによる代表団体の事務所にて経費書類（原本）の確認） 
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１１． その他 
 

（１） お問い合わせ 

本公募要領に関する問い合わせは、別紙の「質問状」に必要事項を記載の上、電子メールでご

送付ください。なお、問い合わせ締切りは、令和２年6月19日（金）12：00までといたしま

す。電話による問い合わせは受け付けません。 

 

問い合わせ先： 

一般社団法人Medical Excellence JAPAN 医療拠点化促進実証調査事業担当 

  メールアドレス：meti-project@me-jp.org 

 

 

（２） 個人情報の取得について 

本公募申請に関する個人情報は、経済産業省とＭＥＪが共同で利用いたします。本公募申請に

関する個人情報は、「令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療拠点化促進実証調査事業）」

の運営支援・調査業務の遂行のみに利用し、それ以外の目的に利用することはございません。 

 また、ＭＥＪでは、下記の「個人情報保護方針」に則って個人情報を管理しております。 

 

個人情報保護方針：https://medicalexcellencejapan.org/jp/privacy/ 

 

  

 

  

https://medicalexcellencejapan.org/jp/privacy/
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（様式１） 

受付番号  

 

一般社団法人Medical Excellence JAPAN 御中 

 

令和２年度 国際ヘルスケア拠点構築促進事業 

（医療拠点化促進実証調査事業）にかかる補助事業 公募申請書 

事業類型と取組内容 

※公募要領２-（２）の分類に従って 

どれか１つに〇をつけてください。 

① ② ③ 

対象国・地域  

コンソーシアム名 

※補助事業を遂行するコンソーシアム 

 の名称を記入してください。 

※コンソーシアム名の最初は上記の対象国・地域を入れてくだ

さい。 

（例）中国における〇〇〇〇実証調査コンソーシアム 

事業名 

※補助事業実施のための事業名を 

記入してください。 

※事業名の最初は上記の対象国・地域を入れてください。 

（例）中国における〇〇〇〇実証調査プロジェクト 

代
表
団
体
に
関
す
る
情
報 

企業・団体名  

代表者役職・氏名  
代表者印 

（又は署名） 
 

所 在 地 
〒 

 

団体類型(〇を付ける) 大企業（補助率１／２） 中小企業（補助率２／３） 

事業者区分(〇を付ける) 消費税課税事業者 消費税免税事業者 

総
括
事
業
執
行
者 

氏名（ふりがな）  

所属部署名  

役   職  

所 在 地 
〒 

 

電話番号（代表・直通）  

ＦＡＸ番号  

Ｅ－ｍａｉｌ  
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（様式２） 

令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療拠点化促進実証調査事業） 

公募提案書 

 

〔本公募提案書における用語説明〕 

・事業：構築を目指す拠点やビジネスの将来像、最終的に目指している活動 

・本年度事業：本年度の補助事業（医療拠点化促進実証調査事業）で実施する活動 

 

Ａ．本年度事業で実施を計画している事業内容（サマリー、2００文字以内） 

※本年度事業で実施する事業の内容を２００字以内で簡潔にご説明ください。 

※渡航を伴う事業計画の場合、仮に計画時期までに入国制限等が解消されなかった場合に代わりに実施する事業の内容

も簡単にご記載ください。 

 

Ｂ．事業を考えるに至った背景・目的・効果 

※現地のヘルスケア（医療・介護・健康等）の状況、事業構築を考えるに至った経緯や背景などをご記載ください。 

※事業の目的と現地に及ぼす効果をご記載ください。 

※特に類型①を選択の場合には、現地ではまだ概念付いていないソフトインフラ（例えば、予防、介護、健康経営など）

の輸出関連事業など、現地における新市場創出が期待できると思われる効果がある場合、わかるように記載ください。

また、類型②を選択の場合は複数事業者の海外展開に資すると思われる効果について、類型③を選択の場合は新型コロ

ナウイルス感染症を踏まえた海外協力事業になりうると思われる理由についても、わかるように記載ください。 
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Ｃ．事業内容 

Ｃ－１．事業により普及が見込まれる製品・サービス 

※該当するものに☑をしてください（複数回答可）。 

※本年度事業を通じて製品やサービスを海外展開した場合にも、日本国内における足下の新型コロナウイルス感染症対策

に支障を生じさせないこと（日本国内のサプライチェーンに影響を与える等の事態が想定されないこと）を重視します。

支障を生じさせない理由について、考えられること・配慮したことがあればご記載ください。 

 

【普及が見込まれる製品・サービス】 

☐ 医療機器 

（  （どのような製品か具体的に記載してください）） 

☐ 医薬品 

（  （どのような製品か具体的に記載してください）） 

☐ 福祉用具 

（  （どのような製品か具体的に記載してください）） 

☐ 衛生用品 

（  （どのような製品か具体的に記載してください）） 

☐ 医療サービス 

（  （どのようなサービスか具体的に記載してください）） 

☐ 医療周辺サービス 

（  （どのようなサービスか具体的に記載してください）） 

☐ 介護サービス 

（  （どのようなサービスか具体的に記載してください）） 

☐ ヘルスケアサービス及び製品★ 

（  （どのようなサービス・製品か具体的に記載してください）） 

☐ 上記以外 

（  （具体的に記載してください）） 

★：日本国内では主に保険外として提供される予防・健康維持等に関連するサービス等 

 

【国内における足下の新型コロナウイルス対策に支障を生じさせないと考えられる理由】 
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Ｃ－２．事業の詳細・事業スキーム等 

【事業の詳細説明】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業スキーム】 

※事業スキームは下記の記入例に沿った形でご記載ください。スキーム図上の機関名・事業者名は可能な限り具体的な

名前でご記載ください。また機関・事業者の概要と期待する役割について簡単にご説明ください。 

（記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【既存拠点との連携の有無 ※事業類型①の場合は必須記載】 
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 ※該当するほうに☑をしてください 

既に構築されている日本の事業者の海外ヘルスケア拠点（例：経済産業省の過去支援事業により構築さ

れた拠点、民間独自の取組による拠点等）との連携が 

 

☐ ある 

  （  （どの国（都市）のどのような拠点か、具体的に記載してください）） 

 

☐ ない 

 

Ｃ－３．事業における強み・訴求ポイント（市場規模や技術の優位性等） 

※提供するサービスや機器、活動の強みについてご記載ください。 

※類型①の場合、「２．（２）①（ⅲ）対象国の市場開拓に向けて効果が見込める取組手法」に挙げた項目のうち、当て

はまるものがあれば、事業の強みとしてご説明ください。 

 

 

Ｃ－４．事業に向けて、これまで実施してきた調査・活動の実績、相手国機関(医療機関や政府、現地企

業等)との関係構築状況 

※事業に向けて、どのような活動をこれまでにしてきたかをその成果も含めご記載ください。 

※相手国機関（医療機関や政府、現地企業等）との合意文書があればご記載ください。 

※相手国における関連制度の調査について、コンソーシアム内でのこれまでの取組実績等があればご記載ください。 
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Ｄ．本年度事業における活動内容 

Ｄ－１．本年度事業で解決すべき課題・達成すべき目標 

※事業に向けての課題（＝本年度の実証調査事業で解決すべき課題）をご記載ください。 

 

 

Ｄ－２．本年度事業における実施内容 

※本年度補助事業のなかでの実施項目（活動内容）を箇条書きで記載ください。 

※実施項目（活動内容）ごとに、その活動の目的・目標、対象者、活動期間（活動時期および活動頻度）、期待される効

果などをご記載ください。 

※対象国の医療・介護等の各種制度に関する調査は補助事業の対象外です。なお、経済産業省およびＭＥＪと協議の上

追加調査の必要性がある場合は対象とすることがあります。 

※渡航を伴う実施内容を記載する場合は、仮に計画時期までに入国制限等が解消されなかった場合の代替案を併記する

など、代替の実施項目（活動内容）や実施スケジュールなどが必ずわかるようにご記載ください。 
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Ｄ－３．予算（予算額書） ※様式３をご作成ください。 

※本年度事業で実施する実施項目ごとに人件費、事業費、委託費の積算を別添のエクセルファイルに作成をお

願いします。複数の実施項目がある場合には、実施項目毎に記述してください。計上可能な経費科目は、公募

要領に記載されている「対象となる経費」をご確認ください。 

※申請する本来の実施内容にかかる予算額書の提出のみお願いいたします。D-２で記載いただく、仮に渡航

ができなかった場合等の代替計画に対応する予算額書を別途提出いただく必要は現段階ではございません。採

択が決定した場合には、採択決定後に予算額等の調整をさせていただきます。なお、原則、公募申請予算額の

範囲内に収めて頂きますのであらかじめご認識おきください。 

 

Ｄ－４．本年度事業の実施がもたらす日本企業や業界への裨益・効果、社会や経済にもたらす波及効果 

 

 

Ｄ－５．本年度事業の実施体制 

関係事業者 実施内容・役割 

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム 

代表団体   

委託先   

委託先   

委託先   

委託先   

委託先   

協力団体   

協力団体   

協力団体   

協力団体   

※既にコンソーシアムや協力団体との提携等の契約関係があれば記入してください。 
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Ｅ．スケジュールと収支計画 

Ｅ－１．事業開始(拠点開設)までのスケジュール 

※事業開始までのスケジュールをご記入ください。 

【事業開始予定時期】 

 

 

 

【事業開始までのスケジュール表】 

 

 

Ｅ－２．事業開始(拠点開設)までの収支計画 

※事業開始までの収支計画をご記入ください。 

※収支計画表は記入例を参考に作成してください。 

※開始まで（５年程度を想定）の収支計画、資金調達方法等についてご説明ください。 

【収支計画の概要】 

 

 

 

 

 

【収支計画表】 

（記入例） 

収支項目 2020年度 … … … 開始年度 

収入 

      

      

      

      

支出 

      

      

      

      

合計 
単年度      

累計      
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Ｅ－３．事業開始（拠点開設）後の収支計画（５年間）及び収入の積算根拠 

※将来構築する事業における収支計画をご説明ください（開始後５年程度を想定）。 

※収入の部については想定する対象、地域設定の考え方、価格等の考え方・根拠を明記ください。 

【開始後の収支計画】 

（記入例） 

収支項目 開始年度 … … … 5年間程度 

収入 

      

      

      

      

支出 

      

      

      

      

合計 

単年度      

累計 
     

 

【収入の部における計算の説明・根拠】 
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Ｆ．具体的成果物 

※本補助事業では事業報告書を提出いただきます。その事業報告書の目次の構成をご記載ください。 

 

（記載例） 

第１章 事業概要 

１－１．背景・目的・効果 

１－２．事業の詳細・スキーム 

１－３．体制・スケジュール 

第２章 現地医療又は介護の現状と課題 

２－１．現地医療又は介護の現状 

２－２．課題と必要とされる取組 

第３章 事業実施内容 

３－１．取組内容と成果 

第４章 まとめ 

４－１．事業成果 

４－２．課題 

４－３．今後の展開及び３～５年の収支見込み 

 

Ｇ．特記事項 

Ｇ－１．重複応募・重複事業参画の制限 

※経済産業省又は他省庁等に係る類似性の高い事業を過去に実施している、現在実施中又は予定している場合、今回提

案するプロジェクトとの役割分担や仕分けをご説明ください。 

 

 

 

Ｇ－２．その他 

※本補助事業の実施にあたり特筆すべき事項があれば記入してください。 
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（様式４－１－１） 

※代表団体又は代表企業の概要について、所定の事項を記入してください。 

 

代表団体の概要（１） 

団体名  

代表者氏名  URL http:// 

本社住所 〒 

設 立 年 月 西暦   年   月 資本金 円 

従 業 員 数 人  

団体・企業の沿革： 

 

 

 

 

主
要
役
員
（
非
常
勤
は
役
職
の
前

に
○
印
を
記
す
） 

氏     名 年齢 役職名 担当部門 学 歴 ・ 略 歴 

 歳    

  歳    

  歳    

  歳    

  歳    

  歳    

主 

要 

株 
主 

株  主  名 持株数 構成比（％） 貴社との関係 

  ％  

  ％  

  ％  

  ％  

  ％  

  ％  

関 連 企 業 主要外注先又は仕入先 
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（様式４－１－２） 

 

代表団体の概要（２） 

        期 

項目 

前々期末 

/ 期 

前期末 

/ 期 

今期末（見込み） 

/ 期 

従業員数（人）    

売上高 

（当期収入合計：円） 
   

経常利益 

（当期収入合計－当期支

出合計：円） 

   

当期利益（円）    

減価償却費（円）    

繰越利益 

（時期繰越収益差額：円） 
   

研究開発費（円）    

※「繰越利益」に関して、財団法人等、損益科目が上記科目に該当しない法人は、（ ）内の数字を記載

してください。 
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（様式４－２） 

※コンソーシアムの概要について、所定の事項を記入してください。 

 

コンソーシアム概要 

名   称  

代表者氏名   

設立趣旨  

設立年月 西暦    年   月 
参加団体・企業 

・地方公共団体数 
 

参加団体等の名称 

※略語を使わず 

正式な表記でご記載ください 

 

 

 

 

 

事業構築・実施に係る 

コンソーシアム外 

連携・協力団体等の名称 
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（様式４－３） 

※事業責任者、総括事業執行者、副総括事業執行者について、所定の事項を記入してください。 

 

事業責任者・統括事業執行者・副総括事業執行者 経歴書 

事業責任者 氏名  年齢 歳 

①所属・役職名 

   

②連絡先 e-mail  

TEL  FAX  

③職歴・経歴 

 

 

 

総括事業執行者 氏名  年齢 歳 

①所属・役職名 

   

②連絡先 e-mail  

TEL  FAX  

③職歴・経歴 

 

 

④総括事業執行者が行っている現在の業務と本補助事業への専従度合い 

（おおよその費やす時間割合） 

 

 

副総括事業執行者 氏名  年齢 歳 

①所属・役職名 

   

②連絡先 e-mail  

TEL  FAX  

③職歴・経歴 

 

 

④副総括事業執行者が行っている現在の業務と本補助事業への専従度合い 

（おおよその費やす時間割合） 
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（様式４－４） 

※補助事業の交付申請手続き、経費管理等を総括する事務管理責任者について、所定の事項をご記入く

ださい。 

 

事務管理責任者経歴書 

事務管理責任者 氏名  年齢 歳 

①所属・役職名 

   

②連絡先 e-mail  

TEL  FAX  

③職歴・経歴 

 

 

④事務管理責任者が行っている現在の業務と本補助事業への専従度合い 

（おおよその費やす時間割合） 

 

 

 

※総括事業執行者、副総括事業執行者、事務管理責任者の代理として、本補助事業にかかわる諸連絡に

対応する窓口担当者を置く場合は、以下に記載してください。連絡窓口担当者は原則として代表団体に

属する１名とします。 

（事業の実施担当者等、本補助事業の内容や事務手続き等を十分理解して対応できる方を置いてくださ

い。） 

連絡窓口担当者 氏名  年齢 歳 

①所属・役職名 

   

②連絡先 e-mail  

TEL  FAX  

③現在の業務と本補助事業への専従度合い 

（おおよその費やす時間割合） 
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（様式４－５－１） 

※参加団体の概要（１）及び（２）をご記入ください。 

 

参加団体の概要（１） 

団体名  

代表者氏名  URL http:// 

本社住所 〒 

設 立 年 月 西暦    年   月 資本金 円 

従  業  員  数 人  

団体・企業の沿革： 

 

 

 

 

主
要
役
員
（
非
常
勤
は
役
職
の

前
に
○
印
を
記
す
） 

氏     名 年齢 役職名 担当部門 学 歴 ・ 略 歴 

 歳    

  歳    

  歳    

  歳    

  歳    

  歳    

主 

要 
株 
主 

株  主  名 持株数 構成比（％） 貴社との関係 

  ％  

  ％  

  ％  

  ％  

  ％  

  ％  

関 連 企 業 主要外注先又は仕入先 
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（様式４－５－２） 

 

参加団体の概要（２） 

            期 

項目 

前々期末 

/ 期 

前期末 

/ 期 

今期末（見込み） 

/ 期 

従業員数（人）    

売上高 

（当期収入合計：円） 
   

経常利益 

（当期収入合計－ 

当期支出合計：円） 

   

当期利益（円）    

減価償却費（円）    

繰越利益 

（時期繰越収益差額：円） 
   

研究開発費（円）    

※「繰越利益」に関して、財団法人等、損益科目が上記科目に該当しない法人は、（ ）内の数字を記載

してください。 

 

  



44 

 

（様式５） 

 

令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療拠点化促進実証調査事業） 

申請受理票 

 

 

  年  月  日 

一般社団法人Medical Excellence JAPAN 

 

 

 

申請者 

 

  代表団体名                                  

 

  代表者役職・氏名                             殿 

 

  コンソーシアム名                               

 

                                

令和２年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業（医療拠点化促進実証調査事業）の公募に関する応募書類

を受領いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

※申請受理票は、申請書を受理したことを証明する書類です。本様式に代表団体名、代表者役職・氏名、コン

ソーシアム名を記入の上、応募書類と一緒にご提出ください。 

※本票については、MEJから申請団体に返送します。 

※なお、同封の返信用封筒に記載する返信先は、副総括事業執行者、事務管理責任者又は連絡窓口担当者の

いずれでも構いません。 

 


